
令和４年度関連予算について
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■農泊推進対策（農⼭漁村振興交付⾦）

※ 中核法⼈の主たる役割は、農林漁業関連、観光
協会等の⾮営利事業、体験・ガイド、宿泊事業等

法⼈化された中核法⼈※を中⼼とし
て、多様な関係者がプレイヤーとし
て地域協議会に参画し、地域が⼀丸
となって取り組む。
（構成員に農林⽔産業のいずれかに関
わる者を含むこと）

農泊推進体制

中核法⼈

【令和４年度予算概算決定額 9,752（9,805）百万円の内数】

＜ ソフト対策 ＞
農泊実施体制等の構築

新たな取組に必要となる⼈材の雇⽤等に要する経費
を⽀援
※農泊推進事業と併せて実施すること

⼈材活⽤事業
事業実施期間︓2年間
交付率︓定額
上限︓1年⽬、2年⽬
とも250万円/年

＋

農泊経営の⾼度化

農泊地域⾼度
化促進事業

事業実施期間︓最⼤２年間
交付率︓①定額等

②③１/２
上限︓①200万円

②③100万円、150万円

○ 農泊の運営主体となる地域協議会等に対して、ソフト・ハード両⾯から⼀体的に⽀援を⾏う。

地
域
協
議
会
の
取
組
へ
の
⽀
援

宿泊施設等の充実
古⺠家等を活⽤した滞在施設、体験交流施設、農林
漁家レストラン等の整備に要する経費を⽀援

市町村・中核
法⼈実施型

事業実施期間︓原則2年以内
交付率︓１/２
上限︓原則2,500万円（国費）

農家⺠泊経営者等が現在営んでいる宿泊施設の改修
に要する経費を⽀援
※農家⺠泊から旅館業法の営業許可を取得した農家⺠宿
に転換するための整備を⾏う場合、併せて転換促進費の
活⽤が可能（1経営者あたり最⼤100万円）

農家⺠泊経営
者等実施型

事業実施期間︓原則1年以内
交付率︓１/２
上限︓1,000万円/経営者

（国費）
（1地域あたり5,000万円）

※以下２つの実施形態のうちいずれか。
＜ ハード対策 ＞

ホテル・旅館

ジビエ

農林漁業体験

スポーツ
アクティビティ

〇 このほか、国内外へのプロモーション事業を通じた
農泊地域の魅⼒発信を⾏い、農泊需要の喚起を推進

農家レストラン

古⺠家等を活⽤
した宿泊施設

廃校を活⽤した宿泊施設

市町村・中核法⼈

農家⺠宿・⺠泊

地域協議会との連携体

地域協議会

※⺠泊等の経営者が単独で
事業を申請することは不可

農泊推進事業
事業実施期間︓2年間
交付率︓定額
上限︓1年⽬、2年⽬
とも500万円/年

農泊をビジネスとして実施できる体制の構築、観光
コンテンツの磨き上げ等に要する経費を⽀援

ワークショップの開催、地域協議会の設⽴・運営、地域資源
を活⽤した体験プログラム・⾷事メニュー開発 等

① インバウンド対応

② ⾼付加価値化対応（⾷・景観）

「⾷」「景観」「ワーケー
ション」のうち、
⼀つのみ実施の場合

⇒上限100万円（国費）
⼆つ以上実施の場合

⇒上限150万円（国費）

Wi-Fi、キャッシュレス、多⾔語対応、トイレの洋式化、イン
バウンド向け⾷事メニュー開発 等

・地元⾷材を活⽤した⾷事メニュー開発
・景観・歴史・伝統⽂化等を活⽤した体験プログラム開発 等

③ ワーケーション対応
Wi-Fi、オフィス環境（机、椅⼦、アクリル板等）整備、企業
等への情報発信 等

※ ②③の助成額について

※当該事業による⽀援は１回限り。
また、 ①とそれ以外（②,③）の同時実施は不可。

完了後

※

農泊推進事業完了地区を対象に、集客⼒の向上や経営の安定等を図るための取組に要する経費を⽀援

市
町
村
・
中
核
法
⼈
等
の
取
組
へ
の
⽀
援

交 通 業宿 泊 業 飲 ⾷ 業
農林⽔産業⼩売業

旅 ⾏ 業情報通信業 ⾦ 融 業
市 町 村
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